
平成１５年（行ケ）第２４１号　審決取消請求事件
平成１６年４月６日口頭弁論終結
　　　　　　　　　　　　判　　　　　　　決
　 　　 原　　　告 　　　　　　Ａ
　　　　被　　　告　　　　　　特許庁長官　今井康夫
　　　　指定代理人　　　　　　船越　巧子
　　　　同 　　　　　　内田　博之
　　　　同 　　　　　　高木　進
　　　　同 　　　　　　涌井　幸一
    　　　　　　　　　　主　　　　　　　文
　　　１　原告の請求を棄却する。
　　　２　訴訟費用は原告の負担とする。
        　　　　　　　　事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
  １　原告
    　特許庁が不服２００２－１３４２８号事件について平成１５年４月２１日に
した審決を取り消す。
　　　訴訟費用は被告の負担とする。
  ２　被告
    　主文と同旨
第２　当事者間に争いのない事実
  １　特許庁における手続の経緯
  　　原告は，平成１３年４月９日，名称を「有機スプリング，波スプリング及び
その製造方法」とする発明につき特許出願（特願２００１－１４５６２０号。以下
「本件出願」という。請求項の数は１３である。）をし，これについて平成１３年
１１月２６日付けで手続補正をし（以下「本件第１補正」という。），平成１４年
６月１３日に拒絶査定を受けたので，平成１４年７月１８日，これに対する不服の
審判を請求した。
    　特許庁は，これを不服２００２－１３４２８号事件として審理した。原告
は，この審理の過程で，平成１４年７月１８日付けの手続補正書により明細書の特
許請求の範囲の補正（以下「本件第２補正」という。）をした。特許庁は，審理の
結果，平成１５年４月２１日，本件第２補正を却下するとともに，「本件審判の請
求は，成り立たない。」との審決をし，同年５月１４日，その謄本を原告に送達し
た。
  ２　本件第２補正前の特許請求の範囲【請求項１】（本件第１補正後のもの。別
紙図面Ａ参照）
    「ばね性のある線材を，連続した波形で側面形状を直線に成形したエレメント
の，各頂点部を直線上に並べ，各頂点部を連続した別部材により固定した，Ｕ字ば
ね形状のばね構成要素が各々独立して連続した，段階的にばね定数を変えることが
出来る，Ｕ字ばねの面外荷重を特徴とするクッション材。」（以下，この請求項１
の発明を「本願発明」という。）
  ３　本件第２補正後の特許請求の範囲【請求項１】
    「連続した波形に成形したばね材（エレメント）とそのエレメントを固定する
別部材とを有するクッション材において，エレメントの片方の各頂点部を直線上に
配置し，この各頂点部を連続した別部材により固定した，U字ばね形状のばね構成要
素が各々独立して連続していることを特徴とするクッション材。」（以下，この請
求項１の発明を「本願補正発明」という。） 
  ４　審決の理由
    　別紙審決書の写しのとおりである。要するに，①本件第２補正は，本願発明
の「ばね性のある線材を，連続した波形で側面形状を直線に成形したエレメント」
から，「側面形状を直線に成形した」を削除するとともに，本願発明の「Ｕ字ばね
形状のばね構成要素が各々独立して連続した，段階的にばね定数を変えることが出
来る，Ｕ字ばねの面外荷重を」から，「段階的にばね定数を変えることが出来
る，」，「Ｕ字ばねの面外荷重を」を削除するなど，６請求項について，特許請求
の範囲の記載事項の一部を削除するか，又は，記載事項の一部に別の概念を付加す
るものであり，本件第２補正前の特許請求の範囲を拡張したものであることが明ら
かであるから，特許法第１７条の２第４項第２号に規定する特許請求の範囲の減縮
を目的とするものに該当しないばかりか，同条同項第１号に規定する請求項の削



除，同条同項第３号に規定する誤記の訂正，同条同項第４号に規定する明りょうで
ない記載の釈明を目的とするもののいずれにも該当しない，②本願発明の願書に最
初に添付した明細書又は図面（以下，審決と同様に「当初明細書」という。）に
は，本件第１補正により補正された本願発明の請求項１の「段階的にばね定数を変
えることが出来る，Ｕ字ばねの面外荷重を特徴とする」との記載（以下，審決と同
様に「記載事項Ａ」という。）における「段階的に」，「Ｕ字ばねの面外荷重」と
の記載はなく，それを示唆する記載も見当たらないから，本件第１補正は，特許法
第１７条の２第３項に規定される要件を満たしているとは認められず，本件出願
は，特許法４９条１号により拒絶されるべきである，とするものである。
第３　原告主張の審決取消事由の要点
    　審決は，記載事項Ａが，実際には当初明細書に記載されているにもかかわら
ず，記載されていない，と誤って判断したものであり，この誤りが結論に影響する
ことは明らかであるから，違法として取り消されるべきである。
  １　本願発明の全体的な構成と当初明細書の記載について
    　当初明細書には，次の記載がある。
        「【０００６】直線スプリング，丸スプリング
        エレメントを必要な長さに製作し，このエレメントをベースの溝に埋め込
み固定する。図１ａ，側面図１のエレメントを用い直線状に４個並べた場合の直線
スプリングが図２ａである。」（甲３，２頁２欄４２行～４６行）
    　当初明細書の上記記載と図１，図２ａに示されたところによれば，本願発明
の「ばね性のある線材を，連続した波形で側面形状を直線に成形したエレメント
の，各頂点部を直線上に並べ，各頂点部を連続した別部材により固定した」との構
成が，当初明細書に開示されていることは明らかである。
  ２　本願発明の「段階的にばね定数を変えることが出来る」との構成と当初明細
書の記載について
    　当初明細書には，次の記載がある。
        「【０００５】
        【発明の実施の形態】・・・エレメント（図１）側面図１は波長，波高共
一定の図であるが，曲面のあるスプリングを作る場合は，波長，波高の変化するエ
レメントとなる。エレメントの谷部は揃え，波高の大小を交互にし，これを繰り返
しても良い。このエレメントの山部，又は山部と谷部両方をベースの溝に挿入し固
定，又は溶接することによりスプリングとなる。」（甲３，２頁２欄１７行～２３
行）
    　当初明細書の上記記載のうち，「エレメント（図１）側面図１は波長，波高
共一定の図であるが」の部分は，波高が１段の場合の記載であり，「エレメントの
谷部は揃え，波高の大小を交互にし，これを繰り返しても良い。」との部分が波高
を２段階に変化させる場合の記載である。
    　当初明細書の上記記載のうち，「曲面のあるスプリングを作る場合は，波
長，波高の変化するエレメントとなる。」との部分が，波高を３段階以上に変化さ
せる場合の記載である。この「曲面のあるスプリング」とは，当初明細書の図２ａ
で説明すれば，一つのエレメントにおける隣り合う波の山を結んだ四つの辺と，四
つのエレメントにおける隣り合う各山同士を結んだ四つの辺から形成される仮想的
平面が，各エレメントの波長を変化させずに波高を変化させた場合に，曲面状に形
成されることを意味している。このことは，当初明細書における「エレメントの波
長，波高を部分的に変化させることによりフラットでない曲面のあるスプリングも
製作可能となる。」（甲３，２頁２欄３３行～３５行）との記載から理解すること
ができる。
    　当初明細書には，「【０００６】・・・この直線スプリング，丸スプリング
の製作時，エレメントの谷部は揃え，波高の大小を交互にしたエレメントを使用す
ると２段階のスプリングとなる。」（甲３，２頁２欄末行～３頁３欄３行）との記
載がある。一つのエレメントは，同一の材質，断面形状から成るので，波長を変え
ずに，波高のみを変えた場合，隣り合う二つのばねは，不連続にばね定数が異なる
ものとなる。原告は，当初明細書において「２段階」との用語を用いていたため，
本件第１補正においては，「不連続にばね定数を変える」ではなく，「段階的にば
ね定数を変える」（請求項１）としたものである。
    　本願発明（請求項１）の「ばね構成要素が・・・段階的にばね定数を変える
ことが出来る」とは，ばね構成要素の波高の大小を段階的に変えることができると
いうことであり，上記のとおり，当初明細書に記載されていた事項である。



  ３　本願発明の「Ｕ字ばねの面外荷重」との構成と当初明細書の記載について
    (1) 「Ｕ字ばね」との用語は，「機械工学便覧」（日本機械学会昭和３５年発
行（第４版）４－９２頁，甲４の４）に記載されており，その形状は，当初明細書
の図２ａの正面図とほぼ同一である。当初明細書の図２ａは，「Ｕ字ばね」を示し
ているものである。
    (2) 「面外荷重」及び「面内荷重」との用語は，「JIS　使い方シリーズ　ばね
使用と設計のポイント」（日本規格協会発行，２０９頁，２１０頁，甲４の５）に
おいても使用されており，明確な意味を持つ用語である。ここにいう「面」とは，
ばねを含む面のことであり，外力により変位するばねの方向が面内のみであれば，
面内荷重であり，それ以外の場合は，面外荷重となる。面内荷重とするためには，
ばねを含む面が水平線に対し垂直となるように設置し，この直線スプリングの上
に，エレメントに接する面がほぼ平坦な板を載せるようにすればよいのである。
      　しかし，当初明細書には，「【０００６】・・・図３ａの断面図が示すよ
うに，・・・１つのベースに対するエレメントの角度もどの方向でも良い。」（甲
３，３頁３欄）との記載があり，図３ａとして示されているものが，面外荷重のも
のであることは明らかである。このように，当初明細書には，本願発明の「Ｕ字ば
ねの面外荷重を特徴とするクッション材。」が開示されていたのである。
第４　被告の反論の骨子
    　審決の認定判断はいずれも正当であって，審決を取り消すべき理由はない。
  １　本願発明の「段階的にばね定数を変えることが出来る」との構成と当初明細
書の記載について
    　原告が挙げる当初明細書の【０００５】及び【０００６】の記載からは，エ
レメントのばね構成要素の波高，波長を変化させてばね定数を変えることや，ばね
定数を２段階に変化させることについては，読み取ることができる。しかし，ばね
定数を３段階，４段階以上の多段階に変化させることを読み取ることはできない。
また，「段階的にばね定数を変えることが出来る」とは，あらかじめ複数の段階を
設定し，ある程度規則性を持って，その段階を経る，ということである。当初明細
書にはそのような構成は開示されていない。
  ２　本願発明の「Ｕ字ばねの面外荷重」との構成と当初明細書の記載について
    　「面外荷重」については，当初明細書に何らの記載もない。その用語自体，
明確な意味を有する用語として知られたものではない。
第５　当裁判所の判断
  １　本願発明の「段階的にばね定数を変えることが出来る」との構成と当初明細
書の記載について
    　当初明細書には，「ばね定数」に関するものとして，次の記載がある。
        「【０００５】
        【発明の実施の形態】・・・エレメント（図１）側面図１は波長，波高共
一定の図であるが，曲面のあるスプリングを作る場合は，波長，波高の変化するエ
レメントとなる。エレメントの谷部は揃え，波高の大小を交互にし，これを繰り返
しても良い。」（甲３，２頁２欄７行～８行，１７行～２０行）
        「エレメントの波長，波高を部分的に変化させることによりフラットでな
い曲面のあるスプリングも製作可能となる。また継手を使用すれば，継手間は最短
の場合エレメントの半周期分となり，継手間の形状は自由度を増す。これにより任
意の部分のバネ定数を変化させることが可能となる。」（同２頁２欄３３行～３８
行）
        「【０００６】・・・この直線スプリング，丸スプリングの製作時，エレ
メントの谷部は揃え，波高の大小を交互にしたエレメントを使用すると２段階のス
プリングとなる。」（同２頁２欄４２行，同末行～３頁３欄３行）
    　「ばね定数」とは，「ばねに加えた力と伸びとの比の値。単位はニュートン
毎メートル（Ｎ／ｍ）」（広辞苑第５版）であるから，同一の材質から成るばね構
成要素のばね定数は，その波長，波高によって変わるものということができる。こ
のことを前提として，当初の明細書の上記記載をみれば，明示的な記載ではないも
のの，当初明細書の図１，図２ａに示される同一波長，同一波高のばね構成要素
は，いずれも同じばね定数のものとなるのに対し，同一の材質のエレメントにおい
ても，各ばね構成要素の波長，波高を変化させて曲面を構成するスプリングとする
ことにより，各ばね構成要素のばね定数が部分的に変化すること，及び，エレメン
トの谷部をそろえ，そのばね構成要素の波高の高低差を交互につけることにより，
２種類のばね定数のばね構成要素から成るスプリングとすることが，当初明細書に



記載されていると理解することが可能である。
    　しかし，当初明細書の上記記載をもって，ばねの各頂点部を直線上に並べ，
各頂点部により平面を構成したものについて，ばね構成要素のばね定数を段階的に
変えることにより，各ばね構成要素に対し押圧力を加えたときに，各ばね構成要素
の波高が段階的に変化し，ばねの各頂点部により構成される面の形状が曲面に変化
するようにする，との技術思想，あるいは，これに対応する構成が開示されている
とすることができないことは，明らかである。
    　当初明細書には，「【０００３】【発明が解決しようとする課題】・・・任
意の部分がバネ定数の異なるスプリングで」（甲３，２頁１欄４０行～４１行，４
６行）及び「【発明の効果】・・・また任意の点にばね定数の違うスプリングの配
置が可能となる」（同４頁５欄３７行，４０行～４１行）との記載もある。しか
し，これらの記載は，単にスプリングの任意の部分においてばね定数を異なるもの
とすることを，一般的に，発明の課題，効果として述べているにすぎないものであ
り，上記【０００５】及び【０００６】において記載されているところに何かを付
加する記載ではないことが明らかである。当初明細書の他の部分にもそのような記
載はない。
    　これに対し，本件第１補正により本願発明の構成とされた「ばね性のある線
材を，・・・各頂点部を直線上に並べ，各頂点部を連続した別部材により固定し
た，Ｕ字ばね形状のばね構成要素が・・・段階的にばね定数を変えることが出来
る・・・クッション材」との構成は，ばねの各頂点部を直線状に並べ，これにより
構成される平面の形状が，バネ構成要素に対し押圧力を加えたときに，各ばね構成
要素のばね定数が段階的に異なるため，その波高が段階的に変化し，上記平面の形
状が任意の曲面に変化するとの技術思想から成る発明をも包含するものである。そ
して，当初明細書においては，上記のとおり，ばね構成要素の波長と波高を変化さ
せて曲面のあるスプリングとするとの構成，単に波高の大小を交互にし，２段階の
（ばね定数の）ばね構成要素を備えたスプリングとするとの構成，あるいは，継手
により任意の部分のばね定数を変化させるとの構成は開示されているものの，上記
の技術思想から成る発明は開示されていないことは，上記のとおりである。
    　以上からすれば，本件第１補正により本願発明の構成とされた「ばね性のあ
る線材を，・・・各頂点部を直線上に並べ，各頂点部を連続した別部材により固定
した，Ｕ字ばね形状のばね構成要素が・・・段階的にばね定数を変えることが出来
る・・・クッション材」との構成は，明らかに上記の技術思想の発明を包含するも
のであり，この構成が当初明細書に開示されているものではないことは明らかであ
る。本願発明の「段階的にばね定数を変えることが出来る」との構成が当初明細書
に記載した事項の範囲内においてしたものとは認められない，とした審決の判断に
誤りはない。
    　原告は，当初明細書の上記記載のうち，「曲面のあるスプリングを作る場合
は，波長，波高の変化するエレメントとなる。」との部分が，波高を３段階以上に
変化させる場合の記載である，当初明細書において「２段階」との用語を用いてい
たため，「不連続にばね定数を変える」ではなく，「段階的にばね定数を変える」
（請求項１）としたものである，などと主張する。
    　しかし，本件第１補正後の本願発明の構成には，上記のとおり，当初明細書
に記載されていない異質の技術思想から成り，かつ，その構成自体も同明細書に記
載されていないものが含まれていることは明らかであるから，原告の上記主張は意
味のないものであることが明らかである。
  ２　結論
    　以上に検討したところによれば，原告の主張する取消事由は，その余の点に
ついて判断するまでもなく理由がないことが明らかであり，その他，審決には，こ
れを取り消すべき誤りは見当たらない。そこで，原告の本訴請求を棄却することと
し，訴訟費用の負担について，行政事件訴訟法７条，民事訴訟法６１条を適用し
て，主文のとおり判決する。
    
    　　東京高等裁判所知的財産第３部
    
    　　　　　　　裁判長裁判官    　　　　 山　　下　　和　　明
    
    
    　　　　　　　　　　裁判官　　　　　   設　　樂　　隆　　一



                                　
    
    　　 　　   裁判官　 　　　    若　　林　　辰　　繁
    　

（別紙）
別紙図面Ａ


